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葛
城
市
民
の
み
な
さ
ま

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
、
葛
城
市
長
に
就
任
し
、
行
事
い
っ
ぱ
い
の
十
一
月
が
飛
び
去
る
よ
う
に
過

ぎ
ま
し
た
。
十
二
月
に
は
市
長
と
し
て
初
め
て
の
議
会
、
新
年
度
の
予
算
査
定
、
さ
ら
に

は
年
末
行
事
と
、
ま
さ
に
師
走
の
慌
し
さ
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
市
民
み
な
さ
ま
の
熱
い

思
い
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
精
一
杯
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
う
し
て
み
な
さ
ま
と
と
も

に
平
成
二
十
一
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

輝
か
し
い
新
年
を
迎
え
た
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
葛
城
市
に
は
解
決
す
べ
き
こ
と

や
改
善
す
べ
き
こ
と
、
改
革
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
山
積
し
て
お
り
、
私
の
肩
に
か
か
る
大

き
な
責
任
の
重
さ
を
改
め
て
ず
っ
し
り
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
年
初
か
ら
時
間
の
許
す
限
り
市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
出
向
き
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
方
と
お
話
し
す
る
機
会
を
設
け
て
、
み
な
さ
ま
の
思
い
を
少
し
ず
つ
で
も
市
政
に

反
映
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
で
き
る
だ
け
市
民
み
な

さ
ま
と
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

市
民
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
健
康
で
幸
せ
な
一
年
に
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
願
い
、
こ
の

一
年
も
市
民
み
な
さ
ま
と
と
も
に
あ
る
市
政
運
営
を
念
頭
に
、
新
し
い
葛
城
市
の
歴
史
を

み
な
さ
ま
と
と
も
に
創
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
で
、
丑
の
ご
と
く
慌
て
ず
騒
が
ず
、
一
歩
一
歩

粘
り
強
く
前
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　

何
と
な
く　

今
年
は
よ
い
事　

あ
る
ご
と
し

　
　
　
　
　
　

元
日
の
朝　

晴
れ
て
風
無
し　
　
　
　

石
川
啄
木　

葛城市長

山　下　和　弥
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
二
十
一
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹

ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
素
よ
り
市
議
会
の
活
動
に
対
し
、
多
大
な
る
ご
理
解
と

ご
支
援
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
十
二
月
に
行
わ
れ
た
葛
城
市
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
市
議
会
議
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
誠
に
以
て
光
栄
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感

し
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
う
え
は
、
議
員
諸
氏
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
市
議
会
議
長
と
し
て
市
民
に
開
か
れ

た
議
会
、
公
正
・
公
平
な
議
会
運
営
を
念
頭
に
、
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
声
を
市
政
に
反

映
す
る
た
め
、
一
意
奮
闘
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
に
は
、
山
下
新
市
政
が
誕
生
し
、「
市
民
の
皆
様
に
愛
さ
れ
る
ま
ち
、
住
み

よ
い
ま
ち
、
住
み
続
け
た
い
ま
ち
に
す
る
た
め
の
市
民
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
取
り

組
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
皆
様
ご
承
知
の
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
か
ら
端

を
発
し
た
世
界
的
な
株
価
の
暴
落
、
円
高
問
題
等
、
日
本
国
内
外
で
起
こ
っ
て
お
り
ま
す

様
々
な
問
題
や
少
子
高
齢
化
な
ど
の
問
題
は
依
然
深
刻
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
伴
い
、

更
に
進
む
で
あ
ろ
う
景
気
の
後
退
や
国
か
ら
地
方
へ
の
財
政
支
出
の
削
減
に
よ
り
、
今
後

に
お
き
ま
し
て
も
、
本
市
の
財
政
は
今
ま
で
以
上
の
厳
し
い
状
況
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
す
で
に
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
は
お
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
効
率
的
な

行
政
運
営
が
求
め
ら
れ
、
新
市
建
設
計
画
の
見
直
し
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
市
議
会
と

い
た
し
ま
し
て
も
、
活
発
な
議
論
を
通
じ
て
、
こ
の
課
題
を
始
め
、
行
政
上
の
諸
問
題
に

対
し
、
議
員
一
丸
と
な
っ
て
、
本
市
発
展
の
た
め
全
力
を
尽
く
す
決
意
で
ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
な
お
一
層
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

最
後
に
、
こ
の
平
成
二
十
一
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
幸
多
き
、
実
り
あ
る
一
年
と

な
り
ま
す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

葛城市議会議長

石　井　文　司
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新
春
の
候
、
皆
様
の
ご
健
勝
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
こ
と
、
こ
の
た
び
葛
城
市
副
市
長
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆
様
方
の
多
大
の
ご
支
援

の
賜
物
と
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

浅
学
非
才
の
身
な
が
ら
大
役
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
以

上
は
、
山
下
和
弥
市
長
の
も
と
、
葛
城
市
を
市
民
皆
様
に
、

愛
さ
れ
る
ま
ち
、
住
み
よ
い
ま
ち
、
住
み
続
け
た
い
ま
ち

に
す
る
た
め
、
誠
心
誠
意
努
力
す
る
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
温
か
い
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

	
	

	
	

　
　

田　

新　

之　

助

　

こ
の
た
び
、
十
二
月
十
九
日
付
け
を
も
ち
ま
し
て
、
葛
城
市
収
入
役
を
退
任
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

在
任
中
は
も
と
よ
り
、
昭
和
四
十
年
に
奉
職
以
来
、
四
十
三
年
余
り
の
永
き
に
わ
た
り
大
過

な
く
そ
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
ひ
と
え
に
皆
様
方
の
温
か
い
ご
指
導
と

ご
厚
情
の
賜
物
と
感
謝
し
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
と
ご
交
誼
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
葛
城
市
の
発
展
と
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
・
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、

退
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

葛
城
市　

副
市
長
に

	
	

	
	

吉　

村　

正　

好

　

十
二
月
二
十
日
、
任
期
満
了
に
よ
り
葛
城
市
教
育
委
員
会
教
育
長
を
退
任
い
た
し
ま
し
た
。

在
任
中
は
市
民
の
皆
様
に
多
大
の
ご
支
援
・
ご
指
導
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

着
任
以
来
私
は
、保
護
者
の
皆
様
や
先
生
方
に
対
し
、機
会
あ
る
ご
と
に
「
親
を
大
切
に
す
る
」

教
育
を
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
自
分
の
存
在
、
命
を
与
え
て
く
れ
た
親
を
大
切
に
せ
ず

何
が
で
き
よ
う
か
と
の
思
い
か
ら
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
本
市
で
は
、
親
に
孝
養
を
尽
く
し

た
伊
麻
・
長
兵
衛
姉
弟
の
話
が
現
在
ま
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
本
市
の
か
け
が
え

の
な
い
財
産
の
一
つ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
心
を
育
む
、
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て

「
親
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
か
ら
始
め
ら
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

末
筆
な
が
ら
、
皆
様
の
ご
健
勝
・
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

退
任
挨
拶

杉す
ぎ
お
か岡 

富と

み

お

美
雄　

氏

【
経
歴
】

　

昭
和
44
年
旧
當
麻
町
に
奉
職
。
税
務
課
長
、
産
業
課
長
、
福
祉
総
合
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
構
想
推
進
室
長
、葛
城
市
市
民
生
活
部
長
を
歴
任
。
58
歳
。
加
守
在
住
。
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稲
本
敏
信
氏
に

瑞
宝
単
光
章

　

元
當
麻
町
消
防
団
員
と
し

て
、
消
防
団
団
長
を
歴
任
さ
れ

る
な
ど
、
永
年
に
わ
た
り
地
域

住
民
の
生
命
と
財
産
を
災
害
か

ら
守
る
た
め
に
活
躍
し
た
こ
と

に
よ
り
、
稲
本
敏
信
氏
（
南
今

市
）
が
、
瑞
宝
単
光
章
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
こ
の
功
績
を
讃
え
心

か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍

を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

故 

川
合
楢
彦
氏
に

正
六
位
旭
日
双
光
章

　

元
當
麻
町
議
会
議
員
・
葛
城
市
議
会
議

員
と
し
て
、
議
会
議
長
を
歴
任
さ
れ
る
な

ど
、
永
年
に
わ
た
り
教
育
振
興
や
福
祉
向

上
等
、
本
市
の
地
方
自
治
伸
展
に
貢
献
し

た
こ
と
に
よ
り
、故	

川
合
楢
彦
氏
（
當
麻
）

が
、
正
六
位
旭
日
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
こ
に
受
章
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。

故 

梅
本
英
男
氏
に

従
六
位
旭
日
双
光
章

　

元
御
所
市
議
会
議
員
と
し
て
、
永
年
に

わ
た
り
教
育
振
興
や
児
童
福
祉
行
政
等
、

地
方
自
治
伸
展
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ

り
、
故	

梅
本
英
男
氏
（
忍
海
）
が
、
従

六
位
旭
日
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
受
章
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。

稲本　敏信	氏
（南今市）

西
川
和
夫
氏
に

瑞
宝
単
光
章
　

元
総
務
事
務
官
と
し
て
、
郵

便
局
長
代
理
を
歴
任
さ
れ
る
な

ど
、
永
年
に
わ
た
り
郵
政
事
業

の
発
展
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ

り
、西
川
和
夫
氏（
南
花
内
）が
、

瑞
宝
単
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
こ
に
こ
の
功
績
を
讃
え
心

か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍

を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

西川　和夫	氏
（南花内）

森
岡
由
治
氏
に
総
務
大
臣
表
彰

　

葛
城
市
統
計
調

査
員
と
し
て
、
長

年
に
わ
た
り
各
種

統
計
調
査
活
動
を

行
い
、
多
大
な
功

績
を
残
し
た
こ
と

に
対
し
、
森
岡
由

治
氏
（
木
戸
）
が
、
総
務
大
臣
表
彰
を
受
章
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
こ
に
こ
の
功
績
を
讃
え
心
よ
り
お
祝
い
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

大
日
本
猟
友
会
表
彰
受
賞

　

10
月
21
日
、
社

団
法
人
大
日
本
猟

友
会
法
人
設
立
70

周
年
記
念
式
典
に

お
い
て
、
寺
田
久

作
さ
ん（
疋
田
）が
、

社
団
法
人
大
日
本

猟
友
会
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
表
彰
は
、
長
年
に
わ
た
り
狩
猟
の
社
会
的

地
位
向
上
に
努
め
ら
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

今
後
と
も
健
康
に
留
意
さ
れ
益
々
ご
活
躍
さ
れ

ま
す
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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辻
村
美
智
子
氏
に

文
部
科
学
大
臣
表
彰

　

平
成
20
年
11
月
20
日
、
ホ
テ
ル
ニ
�
�

オ
�
タ
ニ
（
東
京
都
千
代
田
区
）
で
、
皇

太
子
殿
下
・
同
妃
殿
下
御
臨
席
の
も
と

開
催
さ
れ
た
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
創
立
60
周
年

記
念
式
典
に
お
い
て
、
辻
村
美
智
子
氏

（
太
田
）
が
文
部
科
学
大
臣
表
彰
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。

　

辻
村
氏
は
、
磐
城
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
在
も
白
鳳
中

学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
（
兼
・
葛
城
市
Ｐ
Ｔ
Ａ

協
議
会
々
長
・
奈
良
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会

副
会
長
）
を
歴
任
さ
れ
、
永
き
に
わ
た

り
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
表
彰
は
、
学
校
教
育
を
積

極
的
に
支
援
し
、
か
つ
青
少
年
の
健
全

育
成
を
も
視
野
に
入
れ
た
活
動
を
精
力

的
に
展
開
し
て
こ
ら
れ
た
功
績
が
認
め

ら
れ
た
も
の
で
、
心
よ
り
お
祝
い
申
し

上
げ
ま
す
。

ス
ポ
レ
ク

　

11
月
15
日
、
桜
井
市
芝
運
動
公
園

総
合
体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
、
第
17

回
奈
良
県
ス
ポ
�
ツ
・
レ
ク
リ
エ
�

シ
�
ン
祭
の
ド
�
ジ
ボ
�
ル
の
部
に
、

葛
城
市
か
ら
ジ
�
ニ
ア
の
部
で
出
場

し
た
﹁
新
庄
ソ
ル
ジ
�
�
ズ
Jr.

﹂
が

準
優
勝
の
成
績
を
お
さ
め
ま
し
た
。

待
合
ベ
ン
チ
を
寄
贈　

ベ
ン
チ
の
な
い
バ
ス
停
で
し
�
が
ん
で

待
�
て
い
る
人
を
見
か
け
た
市
シ
ル
バ
�
人

材
セ
ン
タ
�
の
会
員
で
あ
る
森
岡
浅
吉
さ
ん

（
木
戸
）
と
西
川
親
男
さ
ん
（
南
今
市
）
が
、

仕
事
の
な
い
日
を
利
用
し
て
木
製
ベ
ン
チ
を

作
り
、	

技
能
の
日
で
あ
る
11
月
10
日
に
市
営

當
麻
観
光
駐
車
場
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
二
人
は
、
両
手
に
袋
を
持
�
た
女
性
が

バ
ス
停
で
つ
ら
そ
う
に
し
�
が
み
込
ん
で
い

る
の
を
目
に
し
、﹁
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
﹂

と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
仕
事
先
で
余
�
た
廃
材
を
利
用
し
、

ベ
ン
チ
を
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
森
岡
さ
ん
は
、﹁
シ
ル
バ
�
人
材
セ
ン
タ
�

で
身
に
つ
け
た
技
術
が
活
か
せ
て
嬉
し
い
。﹂、
西
川
さ
ん
は
、﹁
お
年
寄
り

に
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
高
さ
を
調
整
す
る
の
が
難
し
か
�
た
。﹂
な
ど

と
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

商
工
観
光
課
長
は
、﹁
バ
ス
の
待
合
だ
け
で
な
く
、
観
光
客
の
休
憩
場
所

と
し
て
も
役
立
�
て
い
ま
す
。﹂
と
感
謝
の
言
葉
を
並
べ
ま
し
た
。

熱
戦
!!
第
5
回
葛
城
市
民
綱
引
大
会

　

11
月
23
日
、
市
民
体
育
館
に
お
い
て
葛
城
市
民
綱

引
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
男
子
の
部
が
5
チ
�
ム
、
女
子
の
部
が

4
チ
�
ム
、
男
女
混
合
の
部
が
6
チ
�
ム
、
小
学
生

の
部
が
7
チ
�
ム
、
合
計
22
チ
�
ム
の
参
加
に
よ
り

熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

︻
男
子
の
部
︼	

	

優　

勝　

中　

戸

	

準
優
勝　

新　

庄

	

第
3
位　

葛
城
市
役
所

︻
女
子
の
部
︼

	

優　

勝　

葛
城
メ
ガ
ト
ン

	

準
優
勝　

忍
海
つ
の
さ
し

	

第
3
位　

ヌ
�
ボ

︻
混
合
の
部
︼

	

優　

勝　

新　

庄

	

準
優
勝　

た
つ
や
と
そ
の
仲
間
達

	

第
3
位　

な
ん
と
綱
引
き
友
の
会

︻
小
学
生
の
部
︼

　

Ａ
グ
ル
�
プ	

	

優　

勝　

當
麻
ゴ
�
ル
ド
ス
タ
�
ズ

	

準
優
勝　

新
庄
ミ
ニ
バ
ス
男
子

	

第
3
位　

新
庄
子
ど
も
会

	

　

〃　
　

新
庄
ミ
ニ
バ
ス
女
子

　

Ｂ
グ
ル
�
プ

	

優　

勝　

新
庄
サ
�
カ
�
部
Ａ
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マ
イ
ス
タ
ー
（
熟
練
技
能
士
）
の
方
に
よ
る

「
講
話
・
実
演
」
教
室

　

平
成
20
年
12
月
5
日
、
新
庄
中
学
校
の
1
年
生
を

対
象
に
、様
々
な
職
種
の
マ
イ
ス
タ
�
（
熟
練
技
能
士
）

の
方
に
直
接
学
ぶ
﹁
講
話
・
実
演
﹂
の
教
室
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

マ
イ
ス
タ
�
の
方
の
﹁
講
話
・
実
演
﹂
を
通
し
て

も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
や
素
晴
ら
し
さ
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
技
能
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
将
来
の
進
路

選
択
の
一
助
と
す
る
願
い
も
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

開
講
式
で
は
、
実
施
団
体
／
奈
良
県
職
業
能
力
開

発
協
会
の
柴
田
修
副
会
長
よ
り
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
れ
に
続
き
、建
築
板
金
、フ
ラ
ワ
�
装
飾
、

造
園
、
洋
菓
子
、
ガ
ラ
ス
施
工
、
美
容
、
建
築
設
計

の
7
コ
�
ス
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
内
容

や
技
能
士
さ
ん
の
職
業
観
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。
ま

た
、
講
師
さ
ん
が
各
々
の
技
を
披
露
し
、
も
の
づ
く

り
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
コ
�
ス
も
あ
り
ま
し

た
。

　

お
話
を
伺
う
生
徒
の
表
情
は
真
剣
そ
の
も
の
で
、

マ
イ
ス
タ
�
の
方
の
言
葉
に
じ
�
と
耳
を
傾
け
、
そ

の
手
さ
ば
き
に
見
入
�
て
い
ま
し
た
。
も
の
づ
く
り

に
取
り
組
ん
だ
生
徒
は
、
懸
命
に
自
分
の
作
品
製
作

に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

葛城市教育ニュース
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平成19年
4
55
21
10
3
19
55
45
212
70
45
327
14
6
17
37
364
474

平成20年
3
54
19
9
4
16
53
45
203
68
44
315
12
6
17
35
350
474

-1
-1
-2
-1
1
-3
-2
0
-9
-2
-1
-12
-2
0
0
-2
-14

6 4　　2

定年退職　　　　▲　 7名
勧奨退職　　　　▲　 5名
普通退職　　　　▲　 7名
再任用終了　　　▲　 1名
　　　　　　計　▲　20名

19年度
人口（19年度末）
35,784人 12,168,398千円 187,906千円 2,843,574千円 23.4％ 24.8％

　18年度

19年度 327人 1,170,050千円 289,680千円 490,092千円 1,949,822千円 5,963千円

19年
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44.2歳 318,740円 371,848円

20

47.3歳
53.6歳
46.0歳

44.3歳

259,504円
219,680円
268,605円

268,050円

285,936円
227,890円
300,123円

289,184円

20

172,200円
140,100円
154,400円

178,800円
144,500円
155,700円

172,200円
140,100円

20

該当者なし
該当者なし
該当者なし

282,613円
250,000円
該当者なし

309,600円
281,500円
該当者なし

20

14人
7.4％

20人
10.5％

72人
37.9％

44人
23.2％

24人
12.6％

9人
4.7％

7人
3.7％

19

19
1,575

19

7級
3.7%6級　4.7%

5級　12.6%

4級　23.2%

3級　37.9%

2級　10.5%

1級　7.4%

平成20年 平成19年

7級　4.6%
6級　6.6%

5級　8.6%

4級　25.4%

3級　36.5%

2級　12.7%

1級　5.6%

20
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20

19

5,106 25,480

20

350人
38,389千円
109,683円

19
19

20

25,207千円
274,310円
21.2％

56,866千円
258,793円
57,760千円
269,487円

19
19

19

18
18

19
19

20

19

19

54,028千円
271,138円

9,210千円
182,939円

12,747千円
49,740円

55,009千円
512,437円

9,110千円
55,125円
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副市長

副市長

20年 19

1920年

19

19

20

8.2日

19

19

20 20

5

19

55人
延べ606人

15人

市町村職員研修センター及び市町村アカデミーなど（法制執務、民法、税務、契約、税財政、食育、子育て支援、行政評価、不当要求など）
地域防災対策、個人情報保護（管理職員対象）、行政評価、情報セキュリティ、交通安全、AED救命
人権啓発学習講座、3市1町合同研修

20 20

5
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平成 20年分所得税の確定申告　外部申告会場の開設について
 平成 20 年分の所得税の確定申告（2/16 ～ 3/16）に備え、葛城税務署では、次のとおり外部申告会場を開
設致します。

会     場 日     時

香芝市役所（会議室棟　第 6会議室） 1月 28日 ( 水 )	～ 1月 30日 ( 金 )
（午前の部）

9 時 30分～正午

（午後の部）

1 時～ 4時

五條市立中央公民館（3階　会議室） 1月 29日 ( 木 )	～ 1月 30日 ( 金 )

河合町まほろばホール (小ホール )	 2 月		 3 日 ( 火 )	～	2 月	 5 日 ( 木 )

王寺町やわらぎ会館（3階　研修室） 2月		 4 日 ( 水 )	～	2 月	 6 日 ( 金 )

葛城市歴史博物館 ( あかねホール ) 2 月 12 日 ( 木 ) ～ 2 月 13 日 ( 金 )

会     場 日     時

橿原市商工経済会館（7階　中ホール） 2月 16日 ( 月 ) ～ 2月 27日 ( 金 )

（午前の部）

9 時 30分～正午

（午後の部）

1 時～ 4時

香芝市役所（会議室棟　第 6会議室） 2月 17日 ( 火 ) ～ 2月 20日 ( 金 )

王寺町やわらぎ会館（2階多目的フロアー） 2月 17日 ( 火 ) ～ 2月 20日 ( 金 )

五條市市民会館（3階会議室） 2月 24日 ( 火 ) ～ 2月 27日 ( 金 )

北葛広域申告会場　畿央大学（Ｅ棟 2階第 3会議室） 2月 24日 ( 火 ) ～ 2月 27日 ( 金 )

御所市役所（新館　3階会議室） 3月	 2 日 ( 月 ) ～ 3月	 3 日 ( 火 )

☆ 公的年金等受給者の事前集合指導
	 ・	公的年金等の受給者対象の確定申告集合指導会場です。不動産、株式などを売却したときの譲渡所
　　　　　得等の相談は行いません。

☆ 確定申告期間中の相談会場は次のとおりです。
	 ・	税理士が相談を行い、確定申告書の受付を行います。不動産、株式などを売却したときの譲渡所得
	 　	等の相談は行いません。
	 ・	土、日曜日は開催していません。

＊	各会場とも譲渡所得（土地建物、株式）、贈与税、相続税の相談は行いません。
＊	開設時間は上記のとおりですが、受付時間については混雑の状況により早めに終了させていただく場合があ
　	ります。

国税庁ホームページの利用について
　　国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で確定申告書の作成ができます。
　　国税庁ホームページアドレス　http://www.nta.go.jp
　　ご自宅のパソコンからインターネットを利用して、確定申告が可能です。ホームページは 24時間利用で　
　　きます。還付申告の方は、2月 16日（月）以前でも申告書の提出ができます。

◎詳しくは、葛城税務署 ☎（22）2721 まで

● 税務署からのおしらせ
★	葛城税務署では、今年の確定申告期間中、平日（月曜から金曜日）以外にも次の日に限り、確定申告の相談・
　	申告書の受付を行います。
　2 月 22 日（日）、3 月 1 日（日）　いずれも午前 9 時～午後 5 時（正午～午後 1 時は除く）

★ 贈与税申告書の事前送付の取りやめについて
　国税庁では、確定申告等における納税者の利便の向上を図る観点から、「国税庁ホームページ」の充実に努め
ているところであり、申告に必要な各種の様式や手引きなどを提供しているほか、同ホームページにおける「確
定申告書等作成コーナー」では、所得税・消費税の申告に加え、平成 18年分から贈与税の申告書の作成を可能
としております。
　つきましては、近年パソコンの普及やＩＴ化の進展など社会環境の変化に併せて、「確定申告書等作成コー
ナー」をはじめとする国税庁ホームページの利用を促進し、事務処理の効率化を図っていく観点から、平成 20
年分以後贈与税の申告書用紙の事前送付を取りやめることとしました。
　なお、税務署では、納税者の方々に申告期限のお知らせや国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
を御紹介させていただくため、「周知文等」を贈与税の申告用紙の事前送付に代えて、可能な範囲で送付するこ
ととしておりますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
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平成 21年度　市・県民税申告相談受付のお知らせ
市県民税の申告書提出について
　所得税の確定申告をされない方、会社から給与支払報告書が市役所へ提出されない方、また、国民健康保険
の被保険者は申告が必要となりますので、市県民税の申告をお願いします。
　市県民税申告書は、1月下旬に送付予定です。
　平成 21年度の申告を次の日程で受け付けます。3月 16日（月）までに必ず申告してください。

受 付 日 会  場 対  象  地  区 受 付 時 間 その他

2 月 4日（水）
歴史博物館
（2階　会議室）

忍海、薑、新村、新町、
南花内、西辻、林堂、
脇田、南新町

午前 9時 30分
　～午前 11時 30分

午後１時
　～午後 3時 30分

※対象地区の指定の
ある日に限り、その
地区にお住まいの方
の資料を申告会場に
もち込みます。その
ため、他の会場で申
告相談をされる場
合、大変時間がかか
りますので極力指定
の相談会場へお越し
ください。

2月 5日（木） 疋田公民館 疋田

2月 6日（金）
中央公民館
（2階研修室 2・3）

新庄、葛木、南藤井、
大屋、寺口、中戸、山
田、平岡、山口、梅室、
笛吹

2月 9日（月） 八川公民館 尺土、八川、大畑

2月 10日（火）
ゆうあい

ステーション
（2階会議室）

當麻、今在家、染野、
新在家、加守

2月 12日（木）
	～ 2月 13日（金）

市役所新庄庁舎　
税務課

弁之庄、北道穂、南道
穂、西室、東室、柿本、
笛堂、北花内、およ
び新庄地区 午前 9時～午後 4時

2月 12日（木）
	～ 2月 13日（金）

市役所當麻庁舎　
税務課

南今市、太田、兵家、
竹内、長尾、木戸、勝
根、および當麻地区

2月 16日（月）
～ 3月 16日（月）
（土・日曜日は除く）

市役所新庄庁舎	
2 階　204 会議室

市内全域 午前 9時～午後 5時
市役所當麻庁舎
1階　市民相談室

◎ 確定申告の受付について
　○市役所の申告相談会場での確定申告につきましては、一時預かりをするだけで受付印は押印できません。
　　受付印の押印を希望される方は葛城税務署で申告をお願いします。
　○営業、その他事業所得、不動産所得、土地・建物・株式等の譲渡所得の確定申告につきましては、葛城税
　　務署で申告をお願いします。

◎詳しくは、税務課まで
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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は
毎年申告が必要です！

提出期限　3 月 16 日（月）まで

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 申告書の提出方法

所得税の確定申告をされない方 源泉徴収票を添付して市町村へ提出

所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

　税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
　平成 11年から平成 18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から
控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税（所得割）から控除できます。

控除しきれなかった分は、住民税（所得割）から控除されます。

平成 �0 年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
　平成 20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成 21年 3月 16日までに、平成 21
年 1月 1日現在お住まいの市町村へ「市町村民税　道府県民税　住宅借入金等特別税額控除申告書」を
提出してください。

◎詳しくは、税務課まで

個人住民税における公的年金からの特別徴収が平成21年10月から実施されます。
　高齢化社会の進展に伴う年金受給者の増加を受け、個人住民税の公的年金からの特別徴収を平成 21年 10月
から実施致します。納税に係る利便性の向上と徴収事務の効率化を進めるためご理解をいただき、ご協力をお
願い致します。
　年金特徴は年金所得等に係る所得に係るものを対象とし、給与所得等に係る所得割については別途徴収され
ます。
　また、平成 21年度の初年度においては、普通徴収として年税額の 2分の 1相当額を、第 1期（6月）、第 2期（8
月）で納めていただきます。残りを年金支給月（10月）（12月）（2月）の 3回で年税額の 2分の 1相当額を
年金から特別徴収します。
　なお、次年度からは、年金からの 2月の特別徴収額と同額を年金支給月（4月）（6月）（8月）に仮特別徴
収税額として納めていただき、年税額から控除後の税額を 10月以降の年金から徴収することとなります。

特別徴収の対象者
　個人住民税の納税義務者であり、前年中に公的年金の支払いを受けた者のうち、当該年度の初日において
老齢基礎年金等を支給されている 65歳以上の者
　なお、次に掲げる者については、特別徴収の対象としないこととされています。
・老齢基礎年金等の年額が 18万円未満の者
・特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える者
・当該年度の初日の属する年の 1月 1日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者

特別徴収の対象となる税額
　公的年金等に係る所得に係る所得割額と均等割
　額を対象とします。

　特別徴収義務者
　特別徴収対象年金給付の支払をする年金保険者
とします。

特別徴収義務者
　特別徴収対象年金給付の支払をする年金保険者		
　とします。

特別徴収の対象となる年金
　国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢また
　は退職を支給事由とする年金を特別徴収対象年
　金とします。

◎詳しくは、税務課まで
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国民健康保険税の仮徴収および支払方法の変更について

◎国民健康保険税の仮徴収

　現在、国民健康保険税を特別徴収（年金か
らの天引き）でお支払いされている方は、原
則として 2月分の特別徴収額と同額を 4月・
6月・8月に特別徴収（仮徴収）させていた
だくことになります。ただし、平成 21 年度
中に世帯主が 75 歳になる世帯は、普通徴収
へ変更となります。
　また、新たに 4月から特別徴収が開始され
る方の 4月・6月・8月の仮徴収額は、今年
度の税額をもとに算定した額となります。
　上記の仮徴収通知は 4月上旬に送付いたし
ます。

※新たに 4 月から特別徴収が開始される方
　平成 20 年 4 月 2 日～平成 20 年 10 月 1
日の間に 65 歳になられた世帯主、または、
転入されて年金の届け出住所を葛城市へ変更
された世帯主のうち、特別徴収の対象となる
方

◎特別徴収から口座振替への変更

　次の①および②のいずれの要件も満たす方は、申し出に
より特別徴収から口座振替によるお支払いへ変更すること
ができます。

	①	保険税を滞納することなくお支払いされている方
	②	これからの保険税を、口座振替によりお支払いされる方

　口座振替でのお支払いを希望される方は、納税通知書お
よび印鑑をご持参のうえ、税務課窓口へお手続きください。
　1 月 30 日（金）までにお手続きいただくと、平成 21年 4
月分の年金からのお支払いが中止され、7月から口座振替に
よりお支払いいただくことになります。（お支払いいただく
保険税の総額はかわりません。）
　上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、6月分
以降の年金から中止させていただくことになりますので、
ご了承ください。
　なお、新規に口座振替を申し込まれる場合は、先に金融
機関へ申込み後、口座振替依頼書の控をご持参ください。

◎国民健康保険税に係る所得税および個人住民税の社会保険料控除の取扱い

　特別徴収から口座振替へのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方
に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、ご留意ください。

◎詳しくは、税務課まで

償却資産の申告期限は 2月 2日です
　固定資産税は、土地、家屋に対し課税されますが、それ以外に事業のために所有している機械、器具、設
備などの償却資産についても課税の対象となり、その所有者に対し固定資産税として課税されます。

◎申告しなければならない方	 ⇒	 1 月 1日現在において、償却資産を所有する法人および個人
　※免税点未満（所有者の課税標準額の合計が 150万円に満たない場合）であっても、1月 1日現在にお	
　　いて償却資産を所有していれば申告が必要です。
◎前年度に申告された方	 ⇒	 平成 20年 1月 2日から平成 21年 1月 1日までの間に増加また
	 	 	 	 	 は減少した資産について申告してください。
◎該当する資産がなくなった場合	⇒	 休業、廃業、解散などで該当する資産がなくなった場合は、その
	 	 	 	 	 ことを申告してください。
◎課税対象とならない償却資産は次のとおりです。
	 ①	耐用年数が 1年未満または取得価格が 10万円未満であるもの。
	 ②	取得価格が 20万円未満で事業年度ごとに一括して 3年間で償却を行うもの。
	 ③	自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの。
	 ④	家屋として課税されているもの。 ◎詳しくは、税務課まで
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後期高齢者医療制度の
保険料の支払方法の変
更について

　

国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る

長
い
老
後
に
備
え
、
保
険
料
を
出

し
合
い
お
互
い
を
支
え
合
う
制
度

で
す
。
ま
た
、
老
後
だ
け
で
な
く
、

け
が
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
場

合
や
、
生
活
を
支
え
て
い
る
一
家

の
働
き
手
を
亡
く
し
た
場
合
に

は
、
障
害
・
遺
族
年
金
が
あ
り
ま

す
。（
一
定
の
要
件
が
必
要
で
す
。）

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
、

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

■
ど
の
よ
う
な
人
が
加
入
す
る
の
？

　

日
本
国
内
に
住
む
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
全
て
の
人
は
、
公
的
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

自
営
業
者
、
農
林
漁
業
者
、
学

生
等
の
方
は
、﹁
第
1
号
被
保
険

者
﹂
と
な
り
ま
す
。
会
社
員
や
公

務
員
の
方
は
、
厚
生
年
金
ま
た
は

共
済
組
合
の
加
入
と
な
り
﹁
第
2

号
被
保
険
者
﹂、
第
2
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

は
、﹁
第
3
号
被
保
険
者
﹂
と
な

り
ま
す
。

■
加
入
手
続
き
は
？

　
﹁
第
1
号
被
保
険
者
﹂
と
な
る

方
は
、
20
歳
の
誕
生
日
の
前
月
に

届
く
﹁
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格

取
得
届
書
﹂
に
よ
り
市
役
所
の
市

民
課
に
て
届
出
を
し
ま
す
。

　
﹁
第
3
号
被
保
険
者
﹂
と
な
る

方
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
を
通
じ

て
﹁
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者

資
格
取
得
届
﹂
に
よ
り
社
会
保
険

事
務
所
に
て
届
出
を
し
ま
す
。（
用

紙
は
社
会
保
険
事
務
所
に
あ
り
ま

す
。）

■
保
険
料
の
納
付
は
？

　

第
1
号
被
保
険
者
の
方
は
、
加

入
手
続
き
後
、
社
会
保
険
庁
か
ら

送
付
さ
れ
る
国
民
年
金
保
険
料
納

付
案
内
書
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険

料
を
翌
月
末
ま
で
に
ご
自
分
で
納

め
ま
す
。（
保
険
料
の
割
引
が
あ

る
前
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。）

　

全
国
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
の

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
！

窓
口
の
ほ
か
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、口
座
振
替
、ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
パ

ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
）
を
利
用
す

る
方
法
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
か
で
も
、
便
利
で
お
得

な
口
座
振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

■
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
？

◇ 

免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

申
請

　

申
請
者
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶

者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り

保
険
料
が
全
額
免
除
又
は
一
部
免

除
と
な
り
ま
す
。（
全
額
納
付
し

た
場
合
と
比
較
し
て
、
年
金
額
が
、

全
額
免
除
は
1
／
3
、
半
額
免
除

は
2
／
3
、
1
／
4
免
除
は
5
／

6
、
3
／
4
免
除
は
1
／
2
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
一
部

の
免
除
が
承
認
に
な
�
た
場
合
、

一
部
納
付
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば

未
納
と
な
り
、
一
部
免
除
も
無
効

と
な
り
ま
す
。）

◇ 

若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
で
本
人
、
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。（
年

金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。）

◇ 

学
生
納
付
特
例
申
請

　

学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、
申

請
す
る
こ
と
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。（
年
金
額

に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。）

※	

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
が
承

認
に
な
�
た
場
合
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
�
て
納
付

（
追
納
）
す
る
こ
と
で
年
金
額
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
3

年
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
、

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
に
な
り
ま
す
。）

◎
詳
し
く
は
、
市
民
課
ま
た
は

　

大
和
高
田
社
会
保
険
事
務
所

☎
（
22
）
3
5
3
1
ま
で

　次の①および②のいずれの要件
も満たす方は、申し出により年金
からの天引きから口座振替による
お支払いへ変更することができま
す。ご希望される方は、市民課窓
口でお手続きください。
　①保険料を滞納することなくお
　　支払いされている方
　②これからの保険料を口座振替
　　によりお支払いされる方
 1 月 30 日（金）までにお手続
きいただくと、平成 21 年 4 月分
の年金からのお支払いが中止さ
れ、7月から口座振替によりお支
払いいただくことになります。（お
支払いいただく保険料の総額はか
わりません。）
　上記の期限を過ぎてお手続きさ
れた場合は、6月分以降の年金か
らの天引きを中止することになり
ますので、ご了承ください。

◆ お手続きに必要なもの ◆
○	先に口座振替依頼書を金融機関
 に提出していただき、その本人
 控えをご持参ください。
○	振替する口座の預金通帳
○	通帳のお届け印
○	後期高齢者医療の被保険者証

◎詳しくは、市民課まで
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●
●
●
こ
ん
に
ち
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
●
●
●

　

い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
、
住
み
な
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に

支
援
す
る
の
が
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
割
で
す
。

　

認
知
症
に
つ
い
て
正
し

く
理
解
し
、
地
域
で
生
活
さ
れ
て
い
る
認

知
症
の
方
や
そ
の
ご
家
族
を
温
か
く
見
守

る
支
援
者
と
な
�
て
い
た
だ
く
﹁
認
知
症
サ

ポ
�
タ
�
﹂
を
養
成
す
る
講
座
を
寿
連
合
会

を
中
心
に
現
在
ま
で
12
地
区
で
開
催
し
ま

し
た
。

　

サ
ポ
�
タ
�
養
成
講
座
で
は
、
認
知
症
を

知
り
地
域
を
つ
く
る
キ
�
ン
ペ
�
ン
の
ビ

デ
オ
を
み
て
い
た
だ
き
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
�

て
認
知
症
の
症
状
な
ど
を
具
体
的
に
説
明

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
少
人
数
の
グ
ル
�
プ

（
高
齢
福
祉
課
）

・
認
知
症
の
方
へ
の
接
し
方
は
ボ
ラ
ン

テ
�
ア
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
実
感
し

て
い
る
。
知
識
と
接
し
方
の
コ
ツ
が
必

要
で
あ
る
。

・
若
い
人
に
も
認
知
症
の
方
へ
の
接
し

方
を
学
ん
で
も
ら
�
た
ら
い
い
と
思
う
。

・
認
知
症
に
な
�
て
も
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
世
の
中
に
な
�
て
ほ
し
い
。

・
物
忘
れ
が
多
く
な
�
た
時
、
認
知
症

な
の
か
ど
う
か
判
断
し
に
く
い
。
早
期

に
専
門
病
院
の
受
診
を
し
た
ら
い
い
の

だ
と
わ
か
�
た
。

・
今
ま
で
認
知
症
の
人
と
接
し
て
も
対

応
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
か
�
た
が
、
こ

の
講
座
で
少
し
わ
か
�
た
気
が
す
る
。

に
わ
か
れ
、
ビ
デ
オ
を
み
て
の
感
想
、
こ
う

い
う
こ
と
な
ら
自
分
で
も
で
き
る
か
な
と

い
う
意
見
な
ど
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

平
成
20
年
8
月
の
広
報
で
も
ご
案
内
し

ま
し
た
が
、
今
後
も
引
き
続
き
、
地
域
や

学
校
、
職
場
の
研
修
会
、
仲
間
同
士
で
の
集

ま
り
等
を
利
用
し
て
、
認
知
症
に
つ
い
て
学

び
、
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
認

知
症
サ
ポ
�
タ
�
養
成
講
座
を
開
催
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
�
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
具

体
的
な
対
応
方
法
を
一
人
で
も
多
く
の
方

に
学
ん
で
い
た
だ
き
、
認
知
症
の
方
や
ご
家

族
の
良
き
理
解
者
、
応
援
者
と
な
�
て
地
域

や
家
庭
で
活
躍
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

葛
城
市
在
住
の
2
歳
児
（
未
就
園
児
）

と
そ
の
親
子
を
対
象
に
、
栄
養
士
の
石
沢

先
生
を
お
迎
え
し
て
料
理
教
室
を
開
催
し

ま
す
。

　

親
子
で
簡
単
な
食
事
を
作
�
て
一
緒
に

食
べ
ま
せ
ん
か
？

▼
日　

時

‥

2
月
18
日
（
水
）

	
	

	

午
前
10
時
�

▼
場　

所

‥

新
庄
健
康
福
祉
セ
ン
タ
�

	
	

	

栄
養
指
導
室

▼
対
象
児

‥

平
成
17
年
12
月
1
日
�

	

平
成
18
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の

親
子
24
組

※
1
月
13
日
午
前
8
時
30
分
か
ら
、
電
話

　

に
て
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

	

☎
（
69
）
5
2
4
1
ま
で
。

親子でクッキング
しませんか？
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葛城市ファミリー・サポート・クラブ会員募集
― 平成 �1 年 � 月 1 日開始 ―

『子育ていっしょに支えあおう！』
　ファミリー・サポート・クラブとは、子どもが健やかに育ち、子育てをしている人が安心して社会生活
できる環境づくりをするため、子育ての助けをしてほしい人（利用会員）・子育てのお手伝いをできる人（援
助会員）がそれぞれ会員となり、相互に助け合っていく組織です。

ファミリー・サポート・クラブの利用方法
●保育所(園)や幼稚園の送り迎え　●保育所(園)
や幼稚園開始時間までと終了後の預かり　●学校
の放課後の預かり　●学童保育終了後の預かり
●子どもを連れて出かけにくいときの預かり	など

会員募集と会員の条件
対 象：市内在住でファミリー・サポート・クラ
　　　　ブ事業に賛同してもらえる方
　　　　（資格・性別は問いません）
登録料：無料
※会員登録には、顔写真（タテ 3cm×ヨコ 2.5cm）
　1枚と印鑑が必要です。

利用会員

原則として 1歳から小学校 6年生ま
での子どもがいる方
※クラブが実施する説明会を受けて
いただきます。

援助会員

心身ともに健全で子育てに理解があ
る 20 歳以上の方、および自宅で子
どもを預かることが可能な方
※クラブが実施する説明会と講習会
（6回）を受けていただきます。

両方会員 利用会員と援助会員の両方に登録し
たい方

会員登録
ファミリー・サポート・クラブが実施する説明会（利
用・援助会員）・講習会（援助会員のみ）を受けて、
入会申し込みを提出していただくと会員登録され
ます。

利用料金
☆利用時間・平日・土・日・祝日によって変わり
ますが、1時間当り 600円～ 800 円です。
☆料金は、利用会員が援助会員に直接支払いをし
ます。

活動の流れ

↓↓
↓
↓↓

↓

登録 登録

援助者の紹介

援助活動

利用料金の支払い

援助の依頼

ファミリー・サポート・クラブ

利用会員 援助会員
※援助活動によって生じた事故による損害の賠償
等に備えるため保険に加入します。

説明会・講習会日程および内容
日程および内容：

1 月
21日（水）

午後 1時～ 説明会
〔利用会員・援助会員〕

午後 2時～ ・乳幼児のかかわり方
について

午後 3時～ ・子どもの病気について

１月
23日（金）

午後 1時～ ・児童（小学生）のか
かわり方について

午後 2時～ ・発達が気になる子ども
の理解と支援について

1月
28日（水）

午後 1時～ ・子どもの事故防止と
応急処置について

午後 2時～ ・子どもの遊びと手作
りおもちゃ

※説明会は利用会員・援助会員共参加してください。
※講習会は 1講座 1時間程度です。
講習会は援助会員対象ですが、利用会員の方も受
けていただいても構いません。
場 所：子育て支援センター（新庄健康福祉センター内）

申し込み受付・問い合わせ 　1 月 7日（水）から申し込みを受け付けます。
　　葛城市子育て支援センター内 ファミリー・サポート・クラブ ☎（69）5241　　Fax（69）5301
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迷惑「電子メール広告」規制が強化されました！
経済産業省

	 	 	 経済産業省相談室	･･････････････････	03（3501）4657

	 	 	 近畿経済産業局消費者相談室	････････	06（6966）6028

請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた

場合は、(財 ) 日本産業協会の次のアドレスまで

転送してください。

spam-in@nissankyo.jp

　昨年 12月 1日から、あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を、みなさんの携帯電話やパソ

コンなどに送ることは、「特定商取引に関する法律」により、禁止されました。

 ○ ( 財 ) 日本産業協会のホームページ

 http://www.nissankyo.or.jp/spam/

 ○特定商取引に関する法律の詳細、消費トラブルの予防や事例などについては、ホームページの「消 

 　費生活安心ガイド」をご利用ください。

 　Ｎｏ！トラブルのための情報サイト 「消費生活安心ガイド」 www.no-trouble.jp

Ｑ．事業者からの電子メール広告が送信されてきて困っています。どうすればよいでしょうか？

Ａ．承諾した覚えのない電子メール広告が送られてきた場合は、そのままメールを ( 財 ) 日本産業協会の以

　　下の情報提供受付アドレスまで転送してください。

※ (財 ) 日本産業協会は、経済産業省の委託を受けて迷惑電子広告メールの情報提供の受付を行っています。	

 （情報提供受付アドレス）

 　spam-in@nissankyo.jp

　　受信を拒否したのに、同じ事業者から再度電子メール広告が送られてきた場合は、そのままメールを上

　　記の情報提供受付アドレスまで転送いただくか、または、同協会のホームページからお送りください。

 （( 財 ) 日本産業協会のホームページ）

 　http://www.nissankyo.or.jp/spam/

Ｑ．その他、インターネットや携帯サイトの通販や不当請求などの通信販売についてのトラブルや相談はど

　　こに問い合わせればいいのですか。

Ａ．消費者の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為などは現行の法令においても規制対象とされ

　　ています。通信販売に関するご相談は、お近くの経済産業局または消費者生活センター等の相談窓口に

　　お電話ください。

	 Ｎｏ！トラブルのための情報サイト 「消費生活安心ガイド」 www.no-trouble.jp

（商工観光課）



もう接種されましたか？　麻しん・風しん混合（ＭＲ）予防接種

　麻しん対策の一環として、『麻しん予防接種 1回世代』の免疫強化を図るため、従来
の「1期」「2期」に加え、5年間に限り麻しん・風しん混合（ＭＲ）予防接種の実施
対象者が追加されています。

　平成 20年度の対象者は次のとおりです。

	 1 期　生後 12カ月～ 24カ月の児（満 1歳児）
	 2 期　平成 14年 4月 2日～平成 15年 4月 1日生まれ（いわゆる幼稚園等の年長児）
	 3 期　平成 7年 4月 2日～平成 8年 4月 1日生まれ（中学校 1年生相当年齢の者）
	 4 期　平成 2年 4月 2日～平成 3年 4月 1日生まれ（高校 3年生相当年齢の者）

※波線の「3期」「4期」が今年度新たに追加された対象者になります。

　2期、3期、4期の接種期間は平成 21 年 3 月 31 日までとなっております。期間を過ぎると接種費用の
公費負担ができなくなり、全額負担していただくこととなります。母子健康手帳などで予防接種の記録を
確認し、まだ接種されていない方は、早期に接種しましょう。
　ご不明な点がありましたら、新庄健康福祉センター	☎（69）9900	までお問い合わせください。

（健康増進課）

～ 今一度ご確認ください ! ! ～

“きらりウォーク21”実施中
　葛城市では、『運動の大切さは知っているけど、なかなか続けられない』という方や『ストレス解
消のために何かないか？』という方に、“きらりウォーク21”をお勧めしています。“きらりウォー
ク21”とは、歩数計をつけて 1万歩歩く毎に地図に色を塗りながら、地図上を歩くバーチャルウォー
キングです。
　健康増進課や健康づくり推進員が主催するウォーキングや健康教室などで、申し込んでいただく
ことができます。カゼを引きやすいこの季節。体力づくりのきっかけにぜひウォーキングを始めて
みませんか？
　詳しくは、新庄健康福祉センター　☎（69）9900	まで。
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☆健康相談
　●日時：1月 13日（火）・28日（水）

　●受付：午前 10時～ 11時

　●場所：新庄健康福祉センター

　●内容：血圧測定・尿検査など

　※　健康手帳をお持ちの方はご持参ください。

☆乳幼児健康相談
　●日時：1月 14日（水）・15日（木）
　●受付：午前 10時～ 11時
　●場所：當麻保健センター

　◆日時：1月 29日（木）・30日（金）
　◆受付：午前 10時～ 11時
　◆場所：新庄健康福祉センター

　■内容：身体測定、保健師・管理栄養士による個別相談
　※　母子健康手帳をご持参ください。
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   毎月 11 日は
   人権を確かめあう日です

奈良県市町村人権・同和問題
啓発活動推進本部
葛城市人権問題啓発活動推進本部

①②③④

　

11
月
14
日
、
當
麻
小
学
校
附
属
幼
稚
園
リ

ズ
ム
室
で
、
人
権
擁
護
委
員
の
方
々
に
よ

る
、
子
ど
も
の
人
権
﹁
出
前
教
室
﹂
が
開
催

さ
れ
、紙
芝
居
﹁
い
じ
わ
る
コ
ン
キ
チ
﹂﹁
み

ん
な
の
こ
う
え
ん
﹂﹁
し
�
ん
ぼ
り
か
め
く

ん
﹂
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
紙
芝
居
を
見
て
い
る
と
き
、
お
話
の

中
に
自
然
に
は
い
�
て
い
く
こ
と
が
で
き

﹁
な
か
よ
う
せ
ん
な
あ
か
ん
。﹂﹁
い
じ
わ
る

し
た
ら
あ
か
ん
。﹂
と
紙
芝
居
に
向
か
�
て

言
�
て
い
る
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。
ま
た
、

仲
良
し
ゲ
�
ム
で
は
赤
・
青
・
黄
・
緑
の
シ
�

ル
を
額
や
ほ
�
ぺ
な
ど
に
貼
�
て
も
ら
い

子
ど
も
の
人
権
「
出
前
教
室
」

（
人
権
政
策
課
）

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
�
プ
が
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
二
人
仲
間
は
ず
れ
の
色
の
子
が
い
る

の
に
気
が
付
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、﹁
こ
こ

に
お
い
で
。﹂﹁
い
�
し
�
に
手
を
つ
な
ご

う
。﹂
と
声
を
か
け
あ
い
、
自
然
に
み
ん
な

で
手
を
つ
な
ぎ
大
き
な
輪
が
出
来
上
が
り

ま
し
た
。﹁
み
ん
な
お
友
達
や
ね
。﹂﹁
よ
か
�

た
ね
。﹂
と
人
権
擁
護
委
員
の
方
か
ら
言
わ

れ
て
笑
顔
で
答
え
る
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

そ
し
て
、
み
ん
な
で
﹁
手
を
つ
な
ご
う
﹂
の

歌
を
元
気
い
�
ぱ
い
楽
し
く
歌
い
ま
し
た
。

最
後
に
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ
ま
も
る
君
・
あ
ゆ
み
ち
�

ん
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、﹁
ま
も
る
君
は

何
が
好
き
で
す
か
？
﹂﹁
あ
ゆ
み
ち
�
ん
の

好
き
な
食
べ
物
は
何
で
す
か
？
﹂
な
ど
聞

い
た
り
、
ま
た
、
ま
も
る
君
・
あ
ゆ
み
ち
�

ん
そ
し
て
人
権
擁
護
委
員
の
方
々
に
﹁
ど
ん

ぐ
り
か
ぞ
く
﹂
の
歌
を
表
現
も
入
れ
て
聴
い

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
﹁
出
前
教
室
﹂

の
様
子
を
、
幼
稚
園
の
門
の
掲
示
板
に
貼

り
、
保
護
者
に
子
ど
も
の
人
権
を
知
ら
せ
る

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

當
麻
小
学
校
附
属
幼
稚
園
で
は
、
素
直
で

友
達
が
困
�
て
い
た
ら
自
然
に
優
し
く
﹁
ど

う
し
た
の
？
﹂
と
声
を
か
け
て
い
る
子
ど

も
た
ち
に
出
会
い
ま
す
。﹁
優
し
い
気
持
ち
﹂

を
い
つ
ま
で
も
大
切
に
育
�
て
い
�
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
し
た
。
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新
し
い
地
域
安
全
推
進
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た
�

　

地
域
住
民
に
よ
る
真
の
地
域
安
全
活
動

を
推
進
し
、
犯
罪
や
事
故
の
な
い
明
る
く

住
み
よ
い
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、

地
区
防
犯
協
議
会
の
下
部
組
織
と
し
て
地

域
安
全
推
進
委
員
が
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
地
域
安
全
推
進
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
10
月
2
日
に
奈
良
県
社
会
教
育

セ
ン
タ
�
に
お
い
て
、
高
田
地
区
地
域
安
全

推
進
委
員
の
委
嘱
式
が
行
わ
れ
、
次
の
と
お

り
新
規
の
地
域
安
全
推
進
委
員
が
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　

地
域
安
全
推
進
委
員
は
活
動
区
域
内
の

住
民
、
大
字
等
を
始
め
、
活
動
区
域
を
管
轄

す
る
市
、
警
察
署
、
交
番
、
駐
在
所
等
と
緊

密
に
連
携
し
て
、
防
犯
思
想
の
普
及
と
高
揚

を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
身
近
な
犯

罪
や
事
故
等
の
未
然
防
止
を
活
動
内
容
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
ご
相
談
、
ご

指
導
を
受
け
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

今
回
委
嘱
さ
れ
た
地
域
安
全
推
進
委
員

の
任
期
は
、
2
年
間
で
あ
り
、
平
成
22
年
10

月
1
日
ま
で
と
な
�
て
い
ま
す
。

番号 所管区 氏 名

1 新　庄 福田　可門

2 新　庄 田邑　蔦夫

3 新　庄 吉川　佳宏

4 新　庄 杉本　善巳

5 新　庄 安川　博文

6 新　庄 木村　好克

7 新　庄 田中　邦男

8 新　庄 辻　　靖雄

9 新　庄 駒井　和雄

10 新　庄 中島　隆志

11 新　庄 西野　　孝

12 新　庄 赤井　重義

13 新　庄 西川　孝明

14 當　麻 笹岡　愷郎

番号 所管区 氏 名

15 當　麻 寺田　清男

16 當　麻 野志　　博

17 當　麻 筒井　一成

18 當　麻 下村　正樹

19 當　麻 北川　聰和

20 當　麻 椿本　惠三

21 當　麻 古川　貴士

22 當　麻 安井　利満

23 當　麻 仲川　和博

24 忍　海 山本　貞次

25 忍　海 島田　東一

26 忍　海 山本　　勉

27 忍　海 高橋　勝英

（敬称略）葛城支部

（
生
活
安
全
課
）

高田地区地域安全推進委員名簿
平成 20年 10月 2日現在
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▽▼１１９コーナー▲△ 平成 20年 11 月中 平成 20 年 11 月中 火災…	1 件　救急…　火災…	1 件　救急…　 101件　救助…			2 件101 件　救助…			2 件
平成 20年の累計 平成 20 年の累計 火災…	9 件　救急…	1、135 件　救助…	19 件火災…	9 件　救急…	1、135 件　救助…	19 件

●●●　住宅用火災警報器を設置しましょう。●●●（平成 21 年 5 月 31 日まで）

　

毎
年
1
月
23
日
（
金
）
か
ら
29
日
（
木
）

ま
で
文
化
財
防
火
週
間
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
歴
史
と
伝
統
あ
る
貴
重
な

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
文
化
財
関

係
者
お
よ
び
地
域
住
民
、
観
光
客
等
に
文
化

財
に
対
す
る
愛
護
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
貴

重
な
財
産
の
損
失
を
防
止
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
ま
す
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
文
化
財
を
火
災

か
ら
守
る
心
配
り
を
積
み
重
ね
て
い
か
な

け
れ
ば
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
文
化
財
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
文
化
財
の
近
く
で
は
、
た
き
火
や
タ
バ
コ

の
投
げ
捨
て
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

 

（
葛
城
市
消
防
署
・
葛
城
市
消
防
団

・
葛
城
市
教
育
委
員
会
）

つ
け
ま
し
た
か
？  

住
宅
用
火
災
警
報
器
!

　

消
防
法
が
改
正
さ
れ
、
全
国
一
律
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
取
り

付
け
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

・
新
築
住
宅
は
、
平
成
18
年
6
月
1
日
か
ら
取
り
付
け
が
必
要
で
す
。

・
既
存
住
宅
は
、
平
成
21
年
5
月
31
日
ま
で
に
取
り
付
け
が
必
要
で
す
。

　

火
災
が
発
生
し
た
時
に
大
切
な
事
は
、
早
期
発
見
、
早
期
避
難
で
す
。

そ
の
た
め
、
火
災
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
る
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

が
急
が
れ
て
い
ま
す
。

　

全
て
の
住
宅
に
﹁
住
宅
用
火
災
警
報
器
﹂
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

設
置
さ
れ
た
方
は
、
消
防
署
予
防
課
へ
届
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。

悪
質
な
訪
問
販
売
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

高
額
な
料
金
や
設
置
手
数
料
を
請

求
し
た
り
、
暴
力
的
な
言
動
で
の
販

売
や
消
防
署
か
ら
の
指
導
を
装
っ
た

り
す
る
な
ど
の
悪
質
な
訪
問
販
売
に

は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●●●	設置場所	●●●

●●●	取り付け方	●●●

火
災
か
ら
守
ろ
う
！

文
化
財

（
1
月
26
日
は
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」）

◎
詳
し
く
は
、
消
防
署
予
防
課

☎
（
69
）
7
1
7
1
ま
で



��広報「 」平成21年1月号

◎お問い合わせ　		新庄文化会館　☎69－4600　當麻文化会館　☎48－5000　☆主催者の都合により一部変更する場合がありますので、ご了承ください。
　準備、リハーサル等での使用に関しては、本表に記載しておりません。詳細については、主催者にお問い合わせください。

は休館日

新庄文化会館
當麻文化会館

	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 101112 15161713

水木木木金土 火月日 金 水木金土日月 月火 火土 水木金土 木金土日 水火 木水火月日 月日

1819 2021222324252627282914

	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 101112 15161713 171819 20212223242526272829

30

3014

	1 	2 	3 	4

	1 	2 	3 	4

	5

	5

31

31

1月1日～2月8日新庄文化会館（マルベリーホール）

10

12

24

30

7

8

土

月

土

金

土

日

月　　　　　　　　日 曜 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先
10：00～

9：00～

9：00～12：00
1回目　10：45～12：30
2回目　13：00～15：15

9：00～12：00

13：00～

葛城市消防出初式（荒天時）

成人式

奈良県PTA協議会研究大会

関音　劇団銀河鉄道【オズの魔法使い】

華表保育園生活発表会

奈良県高等学校連合音楽会

葛城市消防団

葛城市教育委員会

奈良県PTA協議会

関音児童演劇センター

華表保育園

奈良県高等学校音楽教育研究会

関係者

関係者

関係者

有　料

関係者

関係者

69-7171

48-2811【生涯学習課】

69-6950

0743-53-5002

69-6368

0742-46-0017

1

2

会員募集
ステージオペレータークラブでは、ホールの催し
に欠かせないスタッフを募集しています。

【活動内容・入会資格】
☆ステージオペレータークラブは、新庄文化会館の催しにおいて照明・音
　響・舞台設備の操作等を実際に裏方として担当しています。また、積極
　的に新しい催し物（ミュージックフェスティバル）等の企画・演出にも携
　わっていただきます。こうした舞台芸術に興味があり、一緒に感動を味
　わってみたい方の参加をお待ちしております。
☆16歳以上で性別・経験は問いません。

【申込・お問い合わせ先】
新庄文化会館（ステージオペレーター事務局）または當麻文化会館

速報！ マルベリーホールに、3月下旬ごろ！！
お笑い芸人さんが大集合！！

☆出演者・公演日時・チケット料金等の詳細は、決まり次第お知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

當麻文化会館（ホール）

1月の催しはありません。



�� 広報「 」平成21年1月号

は整理休館日

新庄図書館
當麻図書館

は休館日

	6 	7 	8 	9 101112 15161713 17

水木木金土 木木金土月火 火水木木日 日 金 水木木金土日 火 水火月月 土 木木 水火 木木金土日 月日月

1819 2021222324252627282914

	6 	7 	8 	9 101112 151613 171819 20212223242526272829

30

3014 	2 	3

	31

31

		1 	2 	3 	4

	1 	2 	3 	4

	5

	5	2 	3

	1 	2 	3 	4 	5

	1 	2 	3 	4 	5

	

図
書
館
だ
よ
り

1 月 の 新 着 図 書1 月 の 新 着 図 書1 月 の 新 着 図 書1 月 の 新 着 図 書 ★…児童書

《
催
し
も
の
ご
案
内
》

︻
映
画
会
の
お
知
ら
せ
︼　

　

日
時

：

1
月
10
日
（
土
）
午
前
10
時
�

　

場
所

：

新
庄
図
書
館
Ａ
Ｖ
ル
�
ム

	

﹃
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ	

�
萬
斎
ま
ん
さ
い
�
﹄

︻
お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ
︼

★
當
麻
図
書
館

　

日
時

：

1
月
18
日
（
日
）
午
後
1
時
30
分
�

　

場
所

：

當
麻
図
書
館
2
階
お
は
な
し
の
部
屋

﹃
小
さ
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄

　

絵　

本
⋮
ご
ろ
ん
ご
ゆ
き
だ
る
ま

　

組
み
木
で
お
話
⋮
て
ぶ
く
ろ　

　

絵　

本
⋮
い
つ
ま
で
も
す
き
で
い
て
く
れ
る
？

﹃
大
き
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄

　

お　

話
⋮
な
ら
梨
と
り

　

絵　

本
⋮
お
も
ち
の
き
も
ち

★
新
庄
図
書
館

　

日
時

：

1
月
24
日
（
土
）
午
後
2
時
�

　

場
所

：

新
庄
図
書
館
お
は
な
し
の
部
屋

﹃
小
さ
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄

　

大
型
絵
本
⋮
も
こ
も
こ
も
こ

　

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
�
⋮
ね
ず
み
と
か
ぜ　

　

紙
芝
居
⋮
と
も
ち
�
ん
の
ぎ
�
う
�
！

﹃
大
き
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄

　

お　

話
⋮
お
い
し
い
お
か
ゆ

　

紙
芝
居
⋮
ぴ
�
ん
ぴ
�
ん
ぼ
た
も
ち

＊
お
は
な
し
が
始
ま
る
と
へ
や
に
入
れ
ま
せ
ん
。

　

時
間
に
間
に
合
う
よ
う
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

子どもの貧困
―日本の不公平を考える
阿部 彩／著

　

子
ど
も
の
経
済
問
題
は
、﹁
格
差
﹂
と

い
う
言
葉
で
語
ら
れ
、﹁
貧
困
﹂
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
貧
困

は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
第
二
位
と
い
う

現
実
を
前
に
、
子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い
て

で
き
る
だ
け
客
観
的
な
デ
�
タ
を
も
と
に

﹁
不
利
﹂
と
﹁
貧
困
﹂
の
関
係
を
検
証
し

ま
す
。
貧
困
の
格
差
世
襲
を
断
つ
た
め
に

本
当
に
必
要
な
﹁
子
ど
も
対
策
﹂
と
は
何

か
、
に
迫
る
一
冊
で
す
。

　

十
二
支
の
動
物
達
の
順
番
が
ど
の
よ
う

に
し
て
決
め
ら
れ
た
の
か
、
猫
は
ど
う
し

て
入
�
て
い
な
い
の
か
等
が
楽
し
く
わ
か

り
ま
す
。
画
も
親
し
み
や
す
く
丁
寧
に
描

か
れ
て
お
り
、
自
然
に
十
二
支
が
覚
え
ら

れ
る
こ
と
で
し
�
う
。
十
二
支
の
お
は
な

し
の
絵
本
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
作
家
に

よ
�
て
動
物
達
の
イ
メ
�
ジ
も
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
ぜ
ひ
手
に
と
�
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

十二支のはじまり
岩崎 京子／文
二俣英五郎／画

書       名 著 者 名 新庄図書館 當麻図書館
　人生は愉快だ 池田晶子 ○
　間宮林蔵・探検家一代 高橋大輔 ○
　娘と話す文化ってなに？ ジェローム・クレマン ○
　かぜとインフルエンザ　 岡部信彦 ○
　有元葉子のマリネがあれば　仕込んでおいて、すぐごはん 有元葉子 ○
　男の焚き火辞典　 太田潤 ○
　とんぼの目玉 長谷川摂子 ○
　雪 高橋治 ○
　チェーン・ポイズン 本多孝好 ○
　ゼルダ最後のロマンティシスト ジル・ルロワ ○
★イレーナ・センドラー　ホロコーストの子ども達の母 平井美帆 ○
★飛ぶしくみ大研究 秋本俊二 ○
★まいなす 太田忠司 ○
★となえもんくん　くわばらくわばらのまき もとしたいづみ ○
★雪の日のたんじょう日 ヘレン・ケイ ○
★ペロー昔話・寓話集 シャルル・ペロー ○
★はなさかじい 伊藤秀男 ○
★なのなの 大島妙子 ○
★さいしゅうれっしゃのあとで 柿本幸造 ○
★まつぼっくりのぼうけん　川といっしょにたびをした五つのまつぼっくりのおはなし バーナデット・ワッツ ○



�6広報「 」平成21年1月号

市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001 または 當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。              市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001 または 當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001 または 當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。              市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001 または 當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。

	

増 

改 

築 

相 

談

▼
日　

時

‥

1
月
24
日
（
土
）

	
	

午
後
1
時
�
5
時

▼
場　

所

‥

中
央
公
民
館
会
議
室

▼
連
絡
先

‥

☎
（
69
）
2
8
7
7

◎
詳
し
く
は
、
右
記
連
絡
先

ま
た
は
都
市
整
備
課
ま
で
。

増増
改改
築築
相相
談談

	

工
業
統
計
調
査

　

平
成
20
年
12
月
31
日
現
在
を
基
準
日
と
し

て
製
造
業
を
営
ん
で
お
ら
れ
る
皆
さ
ま
を
対

象
に
、
工
業
統
計
調
査
を
行
�
て
い
ま
す
。

　

お
配
り
し
た
調
査
票
に
ま
だ
記
入
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
も
れ
な
く
記
入
し
て
い

た
だ
き
、
調
査
員
が
受
け
取
り
に
伺
い
ま
し

た
ら
、
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
調
査
員
と
の
都
合
が
合
わ
な
い
場

合
は
企
画
調
整
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
、
奈
良
県
統
計
課

	

☎
0
7
4
2
（
27
）
8
4
4
1

　

ま
た
は
、
企
画
調
整
課
ま
で
。

	

歴
史
博
物
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

︻
公
開
講
座
︼

　
『
葛
城
学
へ
の
い
ざ
な
い
』（
第
10
回
）

　
　
「
葛
城
市
の
古
墳
時
代
」

▼
日　

時

‥

1
月
17
日
（
土
）
午
後
2
時
�

▼
講　

師

‥

神
庭	

滋（
歴
史
博
物
館
学
芸
員
）

▼
会　

場

‥

歴
史
博
物
館
2
階

	
	

﹁
あ
か
ね
ホ
�
ル
﹂

▼
定　

員

‥

1
0
0
名
程
度

▼
申　

込

‥

電
話
ま
た
は
、

	
	

直
接
窓
口
に
て
受
付

︻
展
示
会
︼
冬
季
企
画
展

　
『
古
き
よ
き
山
の
工
芸
ー
木
地
と
漆
器
ー
』

　

奈
良
県
吉
野
地
域
で
制
作
さ
れ
た
木
器
や

漆
器
の
他
に
、
紀
州
漆
器
や
こ
れ
ら
に
関
す

る
古
文
書
等
の
史
料
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

▼
会　

期

‥

1
月
24
日
（
土
）
�

	
	

3
月
22
日
（
日
）

▼
入
館
料

‥

通
常
の
入
館
料
を

	
	

い
た
だ
き
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
歴
史
博
物
館

☎
（
64
）
1
4
1
4
ま
で
。

歴
史
博
物
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

歴
史
博
物
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

	

平
成
21
年
度　

葛
城
市
建
設
工
事
等

　
　
　

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

　

平
成
21
年
度
に
入
札
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

（
指
名
願
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
今
回
の
指
名
願
は
追
加
受
付
と

し
、
葛
城
市
内
に
事
務
所
（
本
店
）
を
有
し

て
い
る
者
で
、
平
成
20
年
度
に
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

※	

申
請
書
は
、
1
月
5
日
か
ら
﹁
管
理
課

　

窓
口
﹂
な
ら
び
に
﹁
葛
城
市
ホ
�
ム
ペ
�

　

ジ
﹂
に
て
配
布
し
ま
す
。

▼
受
付
期
間

‥

2
月
2
日
（

月
）

�
27
日
（

金
）

▼
提
出
場
所

‥

管
理
課

▼
有
効
期
間

‥

1
カ
年
（
平
成
21
年
度
）

	

平
成
21
年
4
月
1
日
�

平
成
22
年
3
月
31
日

◎
詳
し
く
は
、
管
理
課
ま
で
。

 

税
の
納
期

　

1
月
は
、
国
民
健
康
保
険
税
第
7
期
分
の

納
付
月
で
す
。

　

納
期
限
は
2
月
2
日
（
月
）
で
す
。

　

納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限
の

日
が
振
替
日
に
な
�
て
い
ま
す
。
前
日
ま
で

に
預
貯
金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
税
務
課
・
収
納
課
）

税
の
納
期

税
の
納
期

 

新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 
 

か
ら
の
お
知
ら
せ

★
燃
え
る
ご
み
の
収
集
日
に
つ
い
て
・
・
・

◎
1
月
12
日
（
月

：

成
人
の
日
）
は
祝
日
で

す
が
、
新
庄
区
域
の
一
般
家
庭
ご
み
収
集
に

つ
い
て
は
平
常
通
り
行
い
ま
す
。

【
対
象
地
区
】

‥

疋
田
・
南
藤
井
・
寺
口
・

	

中
戸
・
辨
之
庄
・
林
堂
・
山
田
・
平
岡
・

		

山
口
・
梅
室
・
笛
吹
・
脇
田

◎
詳
し
く
は
、
新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
ま
で
。

新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 
 

 
 

か
ら
の
お
知
ら
せ

か
ら
の
お
知
ら
せ

 
 

 
 

	
納
期
が
変
わ
り
ま
す

　

納
付
期
限
は
各
納
付
月
末
日
（
12
月
は
25

日
）
で
す
。
納
付
期
限
が
土
・
日
の
場
合
は

翌
金
融
機
関
営
業
日
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
21
年
度
か
ら
納
期
前
納
付
報
奨
金

制
度
は
廃
止
と
な
り
、
全
納
さ
れ
て
も
報
奨

金
は
つ
き
ま
せ
ん
。

（
税
務
課
・
収
納
課
）

　

平
成
21
年
度
か
ら
、
市
県
民
税
（
普
通
徴

収
）・
固
定
資
産
税
の
納
期
が
3
期
（
年
3

回
）
か
ら
4
期
（
年
4
回
）
に
変
わ
り
ま
す
。

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

　

3
期

：

7
月
末
・
9
月
末
・
11
月
末

	
	

↓

　

4
期

：

6
月
末
・

8
月
末
・

10
月
末
・

12
月
末

固
定
資
産
税

　

3
期

：

5
月
末
・
8
月
末
・
10
月
末

	
	

↓

　

4
期

：

4
月
末
・

7
月
末
・

9
月
末
・

11
月
末

変更後の市税納付月一覧

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

市県民税
（普通徴収） ● ● ● ●

固定資産税 ● ● ● ●

軽自動車税 ●

国民健康保険税
（普通徴収） ● ● ● ● ● ● ● ●
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消
費
者
生
活
相
談

　
﹁
架
空
請
求
や
悪
質
商
法
﹂
な
ど
の
消
費

生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日　

時

‥

1
月
13
日
（
火
）

　
　

午
前
10
時
�
正
午
・
午
後
1
時
�
4
時

▼
場　

所

‥

當
麻
庁
舎
分
庁
舎
1
階
会
議
室

▼
日　

時

‥

1
月
26
日
（
月
）

　
　

午
前
10
時
�
正
午
・
午
後
1
時
�
4
時

▼
場　

所

‥

新
庄
庁
舎
2
階
会
議
室

▼
相
談
料

‥

無
料

（
随
時
受
付
相
談
い
た
し
ま
す
。）

※
當
麻
庁
舎

：

第
2
月
曜

　

新
庄
庁
舎

：

第
4
月
曜

（
相
談
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
が
相
談
日

と
な
り
ま
す
。）

◎
詳
し
く
は
、
商
工
観
光
課
ま
で
。

	

新
築
住
宅
を
購
入
さ
れ
る
皆
さ
ま
へ

「
住
宅
瑕か

し

た

ん

ぽ

疵
担
保
履
行
法
に
つ
い
て
」

　

新
築
住
宅
に
瑕
疵
（
欠
陥
）
が
あ
�
た
場

合
、
事
業
者
か
ら
瑕
疵
の
補
修
等
が
確
実
に

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
成
21
年
10
月
1
日

以
降
に
引
き
渡
さ
れ
る
新
築
住
宅
に
は
、
法

律
に
よ
り
事
業
者
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
確

実
に
履
行
す
る
た
め
の
保
険
加
入
か
保
証

金
の
供
託
を
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

新
築
住
宅
を
購
入
さ
れ
る
際
は
、
そ
の
住

宅
が
き
ち
ん
と
保
険
や
供
託
の
措
置
を
と

ら
れ
て
い
る
か
を
購
入
事
業
者
に
忘
れ
ず

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
、
都
市
整
備
課
ま
で
。

	
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
職
員
登
録

　

平
成
21
年
度
の
葛
城
市
ア
ル
バ
イ
ト
・

パ
�
ト
職
員
の
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

左
記
に
よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

‥

1
月
14
日
（

水
）

�
30
日
（

金
）

（
土
・
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間

‥

午
前
9
時
�
午
後
5
時

▼
募
集
職
種

‥

一
般
事
務
・
情
報
セ
ン
タ
�

　

業
務
・
図
書
館
業
務
・
学
校
図
書
室
補
助

　

業
務
・
学
校
給
食
調
理
業
務
・
い
き
い
き

　

セ
ン
タ
�
業
務
・
保
健
師
の
業
務
・
看
護

　

師
の
業
務
・
栄
養
士
の
業
務
・
保
育
所
給

　

食
調
理
業
務
・
保
育
士
の
業
務
・
児
童
館

　

業
務
・
学
童
保
育
指
導
業
務
・
子
育
て
支

　

援
セ
ン
タ
�
業
務
・
幼
稚
園
補
助
業
務
（
一

　

般
事
務
・
教
員
）・
博
物
館
学
芸
員
補
助
業

　

務
・
公
共
バ
ス
（
普
通
車
）
運
転
業
務
・

　

介
護
支
援
専
門
員
業
務　

等

▼
応
募
資
格

‥

市
内
在
住
の
方
（
職
種
に
よ

　

り
、
資
格
要
件
等
が
あ
り
ま
す
。）

▼
応
募
方
法

‥

﹁
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
�
ト
職

　

員
登
録
申
請
書
﹂
お
よ
び
﹁
履
歴
書
﹂
を

　

葛
城
市
役
所
新
庄
庁
舎
3
階
秘
書
課
、
ま

　

た
は
、
當
麻
庁
舎
2
階
教
育
総
務
課
ま
で

　

受
付
期
間
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
登
録
期
間

‥
平
成
21
年
4
月
1
日
�

平
成
22
年
3
月
31
日
ま
で

▼
そ
の
他

‥

採
用
に
つ
い
て
は
、
登
録
後
、

　

選
考
の
う
え
、
随
時
連
絡
し
ま
す
。

※
﹁
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
�
ト
職
員
登
録
申
請

　

書
﹂
お
よ
び
﹁
履
歴
書
﹂
の
用
紙
は
、
秘

	

ご
意
見
募
集

　

市
で
は
、
葛
城
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

お
よ
び
第
4
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
素

案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
広
く
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
ご
意
見

を
募
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
公
表
の
方
法

‥

高
齢
福
祉
課
の
窓
口
お

よ
び
市
の
ホ
�
ム
ペ
�
ジ

▼
公
表
す
る
内
容

‥

策
定
案

▼
意
見
の
募
集
期
間

‥

 

1
月
8
日
（
木
）
�
30
日
（
金
）

▼
意
見
等
の
提
出
方
法

‥

策
定
案
に
ご
意

　

見
の
あ
る
方
は
、
左
記
に
よ
り
意
見
書
を

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
提
出
方
法

‥

意
見
の
要
旨
お
よ
び
そ
の

　

理
由
を
具
体
的
に
記
載
し
、
氏
名
お
よ

　

び
住
所
（
団
体
に
あ
�
て
は
、そ
の
名
称
、

　

所
在
地
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に

　

電
話
番
号
を
明
記
し
た
文
書
一
通
（
郵

　

送
・
フ
�
�
ク
ス
・
電
子
メ
�
ル
）
を

　

市
長
宛
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　

電
話
で
の
ご
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ

　

ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
提
出
先

‥

高
齢
福
祉
課

○
提
出
期
限

‥

1
月
30
日
（
金
）
必
着

◎
詳
し
く
は
、
高
齢
福
祉
課
ま
で
。

	
葛
城
ア
グ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
特
区

 
 

運
用
の
一
部
改
正

　

1
月
1
日
か
ら
葛
城
ア
グ
リ
チ
�
レ
ン

ジ
特
区
に
関
す
る
運
用
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

◎
詳
し
く
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局

（
農
林
課
内
）
ま
で
。

	

雪
中
登
山
参
加
者
募
集

▼
日　

時

‥

2
月
1
日
（
日
）
雨
天
中
止

▼
目
的
地

‥

葛
城
山

▼
集
合
場
所

‥

 

中
央
公
民
館
前	

午
前
8
時

	

山
口
区
の
入
り
口	

午
前
9
時

▼
参
加
対
象

‥

市
内
在
住
在
勤
者

（
小
学
3
年
生
以
下
は
、
保
護
者
同
伴
）

▼
参
加
申
込

‥

当
日
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
参
加
料

‥
無
料
（
参
加
賞
を
進
呈
）

▼
服　

装
‥

登
山
靴
ま
た
は
長
靴
、

	
	

防
寒
着
、
手
袋
、
帽
子

▼
持
ち
物

‥

弁
当
・
水
筒
・
非
常
食
（
パ
ン
、

　

あ
め
等
）・
ア
イ
ゼ
ン
・
防
寒
服
・
手
袋
・

　

タ
オ
ル
・
着
替
え
用
シ
�
ツ
・
ビ
ニ
�
ル

　

ふ
ろ
し
き
・
雨
具
・
新
聞
紙
・
そ
の
他
必

　

要
な
も
の

○
山
頂
に
て
豚
汁
を
作
り
ま
す
の
で
、

は
し
・
汁
わ
ん
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
（
金
属
製
の
汁
わ
ん
は
、

熱
く
な
る
の
で
さ
け
て
く
だ
さ
い
。）

◎
詳
し
く
は
、

　
　

葛
城
市
當
麻
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

 

☎
（
48
）
6
6
0
0 　

ま
た
は
、

　
　

葛
城
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

	

☎
（
69
）
6
9
6
1 　

ま
で
。

　

書
課
ま
た
は
教
育
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
葛
城
市
ホ
�
ム
ペ
�
ジ
か
ら
も
ダ

　

ウ
ン
ロ
�
ド
で
き
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
秘
書
課
ま
で
。
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■広報「かつらぎ」は再生紙を使用しています。

◆人口　３６，１５８人　◆世帯数　１２，７０９戸

◆男　１７，３９１人　　◆女　１８，７６７人　

　　　　　　　　　　　　 ２００８年１２月１日現在

  1月   January

☆葛城市ホームページをリニューアルしました。
　http://www.city.katsuragi.nara.jp/
☆リニューアルに伴い、葛城市歌「緑の風」の携帯電話向け配信を開始しました。
　下記URLまたはQRコードより携帯電話でアクセスしてください。
　http://www.city.katsuragi.nara.jp/indexk.html
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　※現在ダウンロードしていただけるのは一部機種のみ
　　　　　　　　　　　となっておりますのでご了承ください。

　葛城市では、住民の皆さまの身近な相談窓口とし
て、人権擁護委員、行政相談委員、民生児童委員が
様々な相談に応じています。人権に関すること、登
記・道路・福祉・年金・保険など行政に関すること、
その他心配なこと、困っていることがありましたら
お気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守します。

●日時　1月 8日（木）第 2木曜日
	 午前 9時〜正午
　場所　葛城市役所（新庄庁舎）
　申込　不要（先着順）
●日時　1月 15日（木）第 3木曜日
	 午前 9時〜正午
　場所　忍海集会所
　申込　不要（先着順）
●日時　1月 22日（木）第 4木曜日
	 午前 9時〜正午
　場所　當麻文化会館
　申込　不要（先着順）

お問い合わせ／人権政策課・総務財政課
	 	 	 	 ☎	69-3001
　　　　　　　社会福祉協議会	 ☎	48-3373

●日時　1月 15日（木）第 3木曜日
	 午後 1時〜 4時
　場所　葛城市役所（新庄庁舎）

●日時　1月 22日（木）第 4木曜日
	 午後 1時〜 4時
　場所　當麻文化会館
　
◎申込　相談（20分）は予約制になっていますので、
　　　　秘書課までお申し込みください。

お問い合わせ／秘書課　☎	69-3001

●中南和法律相談センタ−
◎相談会場
　　　　大和高田市総合福祉会館・香芝市役所・橿
　　　　原市役所・王寺町地域交流センター・上牧
　　　　町保健福祉センター・桜井市中央公民館・
　　　　青垣生涯学習センター（田原本町）・宇陀
　　　　市役所・五條福祉センター・吉野町役場・
　　　　下市町役場・大淀町役場
◎申込　相談は予約面談制（30分）
　　　　必ず電話で事前予約してください。
	 	 ☎	0742(22)2035
　　　　相談日の1週間前の同じ曜日午前9時 30分
　　　　から先着順にて受け付けます。
　　　　（祝日の場合は原則その前日より）
　　　　祝日・年末年始は開設されません。
＊	日時等は、電話でご確認ください。


